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(参考図)市道･県道掘削時の影響幅等指示要領2

④付近にカッター線や復旧面がある場合

　(参考)

影響幅復旧の側端から概ね3.0ｍ以内に以前の

復旧跡がある場合

今回申請部分
概ね3.0ｍ以内

以前の復旧跡

隣接カッター線

カッター線まで復旧すること。

影響幅の範囲内に以前の復旧跡がある場合

今回申請部分 以前の復旧跡

以前の復旧面も含めて復旧すること。

⑤その他共通事項

　(参考)

側溝又は路端までの残存幅員が120cm未満の場合は

残存部分(左図の斜線部分)も含めて復旧すること。

　○影響幅確保後の残存幅員が、側溝又は路端まで120㎝未満の場合

今回申請部分

既設のマンホール等が復旧範囲内にある場合はマンホールの外側か

ら30cm以上を含めて復旧すること。
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